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入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和５年１月１７日 

                       分任契約担当官 

                       四国地方整備局 

                       四国技術事務所長 梶田 洋規 

                                                   

 

１．競争入札に付する事項 

（１）件 名        

   令和４年度 試験機器外売払 

      入札（契約）書に記載（使用）する件名は「令和４年度 試験機器外売払」とす

る。 

 

（２）本件の概要等         

本件は、四国技術事務所にて不用となった試験機器外（下記１～１０）を売り払う

ものである。詳細は別冊の「令和４年度 試験機器外売払 仕様書」による。 

 

                記 

番号   品  目  名     規  格      単位  数量 

   １ コンクリート試験器   自動凝結試験機        個   １ 

   ２ 水分計         生コン単位水量計      台   １ 

   ３ 測定器         単位水量測定装置      個   １ 

   ４ 二軸試験練りミキサー  DAM100 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ付 100ℓ    台   １ 

   ５ 耐圧試験機       ２００ｔ         個   １ 

   ６ 万能試験機       ５０ｔ            個   １ 

   ７ 熱風循環式乾燥機                 台   １ 

   ８ アスファルトミキサー  ﾊﾟｸﾞﾐﾙ式二軸       台   １  

   ９ 水浸ホイルトラッキング              個   １  

  １０ 水浸ホイルトラッキング              個   １  

  １１ ローラーコンパクター               個   １ 

 

（３）引 渡 期 限        売払代金納入確認後２０日以内 

 

（４）引 渡 場 所        四国地方整備局四国技術事務所 

 

（５）入札の方法 

 １）本案件は、紙入札方式で実施する。 

２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数
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金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税 

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

３）入札書には入札する試験機器毎に機器番号、品名、入札価格を記載すること。 

   

２．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）令和４・５・６年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買受

け｣のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者（会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、競争参加者の資格に関する公示

（令和４年３月３１日付官報）に基づく再申請の手続きを行った者であること。）

であること。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基 

  づき再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加者の資格に関する公示に基 

  づく再申請の手続きを行った者を除く。）でないこと。 

（４）入札参加申込書を提出した者であること。 

（５）四国地方整備局管内に事業所等を有していることを証明した者であること。 

なお事業所等とは本店、支店、営業所及び工場等を指し、工場等には試験機器を

仮置きする拠点となる場所を含むものとする。 

（６）本件は、発注者が本件の積算をするために必要な価格について参考見積りを求め

る案件であり、参考見積書を競争参加資格確認申請書提出時に併せて提出すること。 

   （（４）～（６）の提出書面を「証明書等」という。） 

（７）証明書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から指名 

  停止を受けていないこと。 

（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし 

  て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな 

  いこと。 

（９）本件に組合等（特別法に基づく協同組合又はこれに類する組織）として証明書等 

  を提出した場合、その構成員は、単体として証明書等を提出することはできない。 

（１０）入札説明書等の交付を直接受けた者であること。 

 

３．入札書及び証明書等の提出場所等 

（１）入札書、証明書等の提出場所及び当該入札に関する問い合わせ先 

   〒 ７６１ー０１２１ 

   高松市牟礼町牟礼１５４５ 

      四国地方整備局 四国技術事務所 総務課 総務係 

      ＴＥＬ ０８７ー８４５ー３１３５ 内線 ２１２ 

   ＦＡＸ ０８７－８４５－３１５１ 

（２）入札説明書等の交付場所及び交付方法 
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  １）場所 上記（１）と同じ。 

  ２）方法 交付の請求は、３．（１）に備え付けの交付申請書に必要事項を記入し 

      請求する方法若しくは必要金額分の切手を添え必要な入札説明書等の種類 

      と申請者の住所氏名を明らかにし請求する方法による。 

（３）入札書及び証明書等の提出方法、受領期限 

入札書及び証明書等は、持参又は郵送（書留郵便に限る。受領期限内必着。） 

すること。 

１）提出場所 上記（１）に同じ。 

２）証明書等の受領期限 

令和５年１月２７日（金） １６時００分 

 ３）入札書の受領期限 

令和５年２月７日（火） １６時００分 

（４）開札の場所及び日時 

  １）場所 四国地方整備局四国技術事務所 会議室 

  ２）日時 令和５年２月８日（水）  １０時００分 

（５）試験機器調査の場所、期間及び方法 

  １）場所 四国地方整備局四国技術事務所 

       コンクリート試験室およびアスファルト試験室 

２）日時 令和５年１月１８日（水）   ９時００分から 

     令和５年２月６日（月）  １６時００分まで 

     ただし、閉庁日を除く。  

３）方法 詳細は、入札説明書による。 

 

４．その他 

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札者に求められる義務 

１）参加を希望する者は、所定の受領期限までに証明書等を上記３．（１）に示す

場所に提出しなければならない。 

なお、開札日の前日までの間において、証明書等の内容に関して、分任契約担

当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。 

 ２）入札者は契約書（案）及び四国地方整備局競争契約入札心得を熟読、遵守のう 

   え入札を行うこと。 

  ３）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説 

   明書参照） 

（３）入札保証金及び契約保証金  免除 

（４）入札の無効 

   競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無 

  効とする。 

（５）入札の延期等 

   本件の入札手続きを延期し、又はこれを取りやめる場合がある。 

（６）契約書作成の要否  要 
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（７）落札者の決定方法 

   会計法第２９条の６の規定に基づく、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づ 

  いて作成された予定価格を上回る最高価格をもって有効な入札を行った者 

  を落札者とする。 

   入札執行回数は原則として１回までとする。 

   入札は対象機器毎に行うものとする。 

   当該入札の執行においては予算決算及び会計令第９９条の２の規定による随意契

約を適用しない。 

（８）国土交通省競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

   上記２．（２）に掲げる国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）の認定を受 

  けていない者も、上記３．（３）により入札書及び証明書等を提出することができ 

  るが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、 

  競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（９）手続きにおける交渉の有無 無 

（10）入札内訳書の提出 

      落札者は、落札決定後速やかに契約書に記載する金額の内訳書を提出しなければ 

  ならない。 

（11）本件の対象機器については、試験機器の有効利用及び技術者育成補助の観点から

学校等の教育機関について受入希望を募っている案件であるため、機器毎に売払を

中止する可能性がある。その場合は、売払中止物品通知書により通知する。   

（12）詳細は入札説明書による。  


